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新監査公表第２号 
 
 平成１８年度包括外部監査の結果に基づく措置状況について，平成１９年８月２８日付け新監査第

２６９号で新潟市長から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 
 
平成１９年８月２９日 
 

新潟市監査委員  小 原 克 己 
   同     山 崎 隆 夫 
   同     青 木 千代子 
   同     阿 部 紀 夫 

 
 

平成１８年度包括外部監査 
「新潟市市民局保健福祉部が所管する児童福祉施設のうち保育所の管理運営業務及び放課後児

童健全育成事業に関する事項に係る財務事務の執行並びに社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

が行っているひまわりクラブの管理運営業務に係る出納その他の事務の執行について」 
 
１ 監査結果に基づき措置を講じたもの 
頁 監査対象 監査結果の概要 結果に対する措置 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 

第４ 監査の結果と意見（各論） 
 
２ 児童福祉施設費国庫負担金 
（２）監査の結果と意見 
①国庫負担金の対象誤りについて 
【指摘１】 
保育園に支払う委託費については、保

育園からの申請が補助対象となるかどう

かについて補助金要綱に十分照らし合わ

せるとともに、支払いに関するチェック

リストを作成するなどして、誤って国庫

負担の算定対象としないようにする必要

がある。 
なお、今回の指摘後、本件は補助対象

外とし、速やかに国庫補助金実績報告書

の訂正 (平成 18年 10月 24日付け新こ第
2137 号) が行われているとの報告を受け
ている。 
 
５ 私立保育園職員給与改善費補助金 
（２）監査の結果と意見 
①私立保育園職員給与改善費補助金の対

象範囲の誤りについて 
【指摘２】 
補助対象者は私立保育園職員（ただし

臨時、パート職員は除く）であり、また

給与格差の是正が補助の目的であること

 
 
 
 
 
 
補助金要綱に従い的確に算定されて

いるかどうか，容易に確認できるよう算

定シートにチェック項目を追加するな

ど帳票類を見直しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助金の趣旨に沿い，対象職員のみ支

給するように指導していきます。 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 

から、格差が生じている保育園職員に支

給されるべきで、全職員への一律一時金

として支給しているケース、全職員へ給

与額に上乗せして支給しているケース

等、給与格差の程度に関わらず、あるい

は正規職員以外の職員に対しての支給は

是正するように指導すべきである。 
なお、新潟市では平成 19年度から、本
来の趣旨に沿う上記 a の者に対してのみ
支給しているかどうかの確認を行う方針

である。 
 
③私立保育園職員給与改善費補助金と私

立保育園保育委託料との重複について 
【指摘３】 
補助金を算定する上で、実際に支払っ

ている基本給とモデル給とを比較するの

ではなく、本俸基準額とモデル給を比較

し、本俸基準額に近づける努力をしてい

る保育所との公平性を担保するようにす

る必要がある。 
また、乳幼児加配に対する補助金であ

るならば、その要綱に従い単価を引き上

げるなど、別途そのためのルールに従っ

た補助金の交付を行うべきである。 
 
６ 新潟市認可外保育施設補助金 
（２）監査の結果と意見 
①指導監督基準適合外保育施設（認可外

保育施設指導監督基準に適合しない施

設）に対する改善状況の確認について 
【指摘４】 
立入調査において、指導監督基準を満

たしていないとされる事項があるにもか

かわらず、その後の改善状況を確認せず

補助金を交付したままとなっている。今

後は改善状況を確認して補助金を交付し

た認可外保育施設が指導監督基準に準拠

していることを確認する必要がある。 
 
③書類の不備について 
【指摘５】 
ダブルチェックを行うなど、記載誤り

や記載漏れが生じないよう体制を整備す

る必要がある。 
なお、本件指摘後、当該保育施設に対

する補助金額の再計算がなされ、1,000円
の返納処理がなされた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重複支給のないよう算定方法の見直

しを図ります。 
また，乳幼児加配に対する補助単価に

ついては，検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立入調査において改善指導を受けた

認可外保育施設については，今後は改善

状況を確認してから，補助金を交付しま

す。 
 
 
 
 
 
 
係員同士の相互チェック体制を整備

しました。 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 

 
７ 私立保育園乳幼児保育委託経費 
（２）監査の結果と意見 
①民間施設給与等改善費の料率誤りにつ

いて 
【指摘６】 
申請書に誤りがあった場合、保育園に

再提出させて修正を行ってもらうか、市

側で修正する場合、ダブルチェックを行

うなど計上ミスを防止する体制を整備す

る必要がある。 
 
②返納額の誤りについて 
【指摘７】 
ダブルチェックを行うなど計上ミスを

防止する体制を整備する必要がある。 
なお、今回の指摘後、新潟市では、速

やかに国庫負担金実績報告書の訂正（平

成 18年 10月 24日付け新こ第 2137号）
並びに当該保育園からの返納処理を行っ

ており、所定の手続きに基づいた保育所

運営費国庫負担金の精算処理を終えたと

の報告を受けている。 
 
８ 私立保育園等運営費補助金 
（３）私立保育園一時保育事業費補助金 
②監査の結果と意見 
ア．作成不要書類の誤作成について 
【指摘８】 
事務作業の効率化の観点から、必要の

ない書類を作成することは無駄であるた

め、今後は財務システム上の誤入力及び

不必要な書類の作成をすることのないよ

う留意すべきである。 
 
11 その他 
（６）保育園における物品の管理につい

て 
①現物管理について 
ア．備品管理簿に記載されているが現物

がないものについて 
【指摘９】 
上記物品については、その所在を再確

認した上で、管理換えや廃棄等の所定の

手続を経て、その事実を備品管理簿に速

やかに反映させる必要がある。 
現物の確認ついては、実施する頻度、

時期に特に定めはなく各保育園で不規則

 
 
 
 
 
 
係員同士の相互チェック体制を整備

しました。 
 
 
 
 
 
 
係員同士の相互チェック体制を整備

しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項目に重複がある書類は作成しない

など，事務の効率化に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
包括外部監査結果報告書記載のとお

り，指摘のありました備品につきまし

て，速やかに備品管理簿の整理を行いま

した。 
今後は指摘された事項をふまえ，適正

に処理してまいります。 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財務部 
契約課 
 
 
 

に行われているが、最低１年に１回は現

物確認を行う必要があるものと考える。 
なお、往査後に亀田第一保育園と亀田

支所が事実確認の調査を行って、上記の

現物が確認できなかった物品について

は、不用品の決定及び処分の決裁手続を

行ったとの報告を受けている。 
 
イ．備品整理番号票（シール）の貼付に

ついて 
【指摘 10】 
物品にシールが貼ってないと備品管理

簿との照合が困難となる。新潟市物品管

理規則においても、「その管理する備品に

ついて、備品整理番号票を付け、常に照

合に便利なようにしておかなければなら

ない。（第 38条）」とされているため、過
去のもの（合併前に取得した物品を含む）

についてもその所在を再確認し台帳と照

らし合わせて、シールを貼り管理する必

要があると考える。 
また、シールが貼ってあるものでも管

理No.が見えにくいものについては、見え
なくなる前に速やかに新しいシールに貼

りかえるなどして、管理しやすい状態に

しておくべきである。 
 
ウ．現物はあるが帳簿に記載されていな

いものについて 
【指摘 11】 
電気式食器消毒保管庫は設置され他へ

移動しないため管理の必要はないとの認

識であるようだが、そもそも設置してい

るのは地震等の際の安全のためであり、

他の園等への移動は可能であるため動産

と考えるべきである。 
動産であれば地方自治法第 239 条に規
定する物品に該当し、新潟市物品管理規

則に従い備品管理簿に記載し現物管理を

行う必要があると考える。 
 
②備品管理簿について 
ア．備品管理簿の記載の仕方について 
【指摘 12】 
物品管理を行う上で重要となるのは、

現物を数えて把握することだけではな

く、その結果を正確かつ明瞭に備品管理

簿に記載していくことである。備品管理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
早急に「新潟市物品管理規則」の規定

を遵守するよう，現物確認及びシールの

貼付等の作業を行ってまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電気式食器消毒保管庫は，衛生設備工

事の一環として整備を行っております

ので，備品としての取扱いは考えており

ません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在，備品管理システム化を行ってお

り，この運用開始に併せて業務を見直

し，適正な備品管理を推進してまいりま

す。 
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健康福祉部 
障がい福祉課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
障がい福祉課 
 
 
 
 
 
 
 

簿を再度見直し、不要な記載項目の有無、

効率的かつ明瞭な記載の仕方等を検討し

ていく必要がある。 
 
（９）障害児放課後支援事業 
②監査の結果と意見 
ア．月次書類の整理・保管体制について 
【指摘 13】 
担当課であるこども課での、運営受託

者からの月次書類の整理・保管体制の改

善をすべきである。また、運営受託者か

らの提出書類の検証が年度末１回のみと

不十分であり、検証管理体制を改善すべ

きである。 
なお、現在は毎月、月次書類の整理・

保管を行い、当該書類の検証を行ってい

るとの報告を受けている。 
 
ウ．委託料の精算について 
【指摘 14】 
提出された資料の正確性を完全に検証

できるよう管理体制全般を早急に見直

し、改善すべきである。 
なお、平成 18年度以降は各受託者の事
業管理システムの点検を完了させ、毎月、

提出資料の検証を行っているとの報告を

受けている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年度中に全ての書類の整理

点検を行い，不足書類については提出を

求め，検証を行いました。 
 今後も，毎月，書類の提出を確認する

とともに検証を実施し，保管にも万全を

期してまいります。 
 
 
 
 
 
 
平成１８年度中に各受託者の事業管

理システムの総点検を求め，瑕疵の修正

を終了しています。また，提出書類につ

いても，提出前の事前内容点検を実施す

るよう指導いたしました。 
 今後も，毎月，書類の提出を確認する

とともに検証を行い，保管にも万全を期

してまいります。 
 
２ 意見に対応したもの 
頁 監査対象 意見の概要 意見への対応 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 監査の結果と意見（総論） 
 
２ 新潟市が検討中の課題とその対応状

況 
（１）保育園再編の重点方針について 
②民営化に向けて 
【意見１】 
優秀な保育士を育成し、適切に評価す

ることで、その質の向上及び必要人員を

確保することを通じて、保育事業全体の

レベルアップを図ることが、新潟市の「す

こやか未来アクションプラン」の趣旨に

沿うものと思料する。そのためには、こ

ども課で着手もしくは検討中である公平

かつ長期安定的な人事評価システムの導

入、定着化を図ること及び保育の質とい

 
 
 
 
 
 
 
保育士の人事評価については，平成１

９年１月に，あらたな評価基準を設け，

全職員を対象とした評価を行い，平成１

９年４月の人事異動や昇任に反映させ

たところです。また，平成１９年度中に

は，保育士自らが自己評価を行うため，

評価シート等を作成することとしてい

ます。 
今後，より質の高い保育サービスの提
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60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 

う定性的なものを数値化して評価する仕

組みづくりや自己評価と第三者評価の実

施を、具体的な時期を定め、迅速に対応

することが望まれる。 
また、職員研修の実施に当たっては、

指導保育士のみならず一般保育士につい

ても実践的かつ専門的な研修が受講でき

るようにするため、今後、計画的、体系

的な研修計画を立案し、実施することで

保育士全体のレベルアップを効率的に進

めるよう検討されたい。 
 
③保育に係る行政コスト 
【意見２】 
行政コスト計算書の作成に当たって

は、非現金支出である減価償却費や退職

給付費用を把握するためのバランスシー

トの作成が不可欠となる。新潟市では、

保育事業に限らず、事業に係る公有財産

台帳や物品台帳の整備が不十分であるこ

とから、行政サービス単位の行政サービ

ス計算書も概算にならざるを得ない。固

定資産関係の台帳等を事業別に整備する

ことが望まれる。 
これにより行政サービスの効率性や質

の評価のためのコスト分析が可能となる

はずである。 
 
 
 
 
④認定こども園 
【意見３】 
保護者の選択の幅が拡がることは望ま

しく、新潟市として、今後認定こども園

の位置づけの明確化とともに早急な対応

が望まれる。 
 
 
第４ 監査の結果と意見（各論） 
 
１ 児童福祉施設運営費等負担金（保育

料） 
（２）保育料の滞納状況について 
②収納率アップのためにこども課が実施

している対応策 
【意見４】 
保育料の収納管理業務は、民間企業の

供を行うための保育の質の評価や第三

者評価の実施についても，早い時期で

の，より効果的なシステムの導入を目指

してまいります。 
なお，職員研修については，指導保育

士の役割をさらに強化しながら，実践的

な研修計画を策定し，すべての保育士の

レベルアップを図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
固定資産関係の台帳等の事業別整備

は，正確な行政運営コスト計算を行う上

で必要になるものと認識しております。

しかし，台帳改定や合併による財産の引

き継ぎ等のため，現在の公有財産台帳及

び備品台帳には取得価格が記載されて

いない固定資産等も多くあり，事業別の

詳細な行政コスト計算が困難な状況で

す。 
現在，新たな公会計制度の導入に向け

て資産管理のあり方についても見直し

の動きがあります。こうした国の方針等

を見定めながら，今後市におきましても

適切なコスト計算が可能となるような

資産管理及び公有財産台帳のあり方に

ついて検討を行っていきます。 
 
 
 
幼稚園や保育園，認可外保育施設など

と連携しながら，地域の状況や必要性を

考慮し，保育を必要としている子どもの

受け入れ施設のひとつとして，設置を推

進してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育料の滞納問題に関しては，今後の
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財務部 
納税課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 

売掛金回収業務と同様に迅速な督促を心

掛けることが肝要である。これに加えて、

収納率をアップさせるために、現在こど

も課で実施しているハガキによる督促状

及び催告状並びに電話による催促をより

徹底して実施していく必要がある。また

効率的な収納に努めるという意味では、

長期又は高額滞納者については重点的に

フォローし、催告や窓口での納付相談も

しくは臨戸等も含め、特に悪質な滞納者

には厳しい対応も求められよう。 
 
 
 
 
 
③徴収一元化について 
【意見５】 
平成 19年４月の政令市移行後、納税課
を中心に関係部署のメンバーを集め、徴

収一元化に向けての新潟市の対応方針、

体制作りについて早急に検討をはじめる

こと、またその際には、会計、法律、管

理面など多面的な検討を行うことが望ま

れる。 
 
３ 保育対策等促進事業費補助金 
（２）監査の結果と意見 
①国庫補助金の基準額の算出について 
【意見６】 
基準額等の計算において平成17年度の
ような複雑な計算のケースが今後も考え

られるため、複数職員によるチェック体

制を整え、明確な資料作成を心がけるべ

きである。 
 
４ 放課後児童対策事業費国庫補助金 
（２）監査の結果と意見 
①障がい児受入加算額適用のための根拠

資料の整備について 
【意見７】 
新潟市としては、障がい児がいるクラ

ブには実情に応じて指導員を加配してい

る事実があり（平成 18年４月１日現在、
12クラブ）、障がい児に対するコスト負担
をしていることから鑑みると、障がい児

のプライバシー保護に十分に留意しなが

ら、加配の手続にかかる書類等を用いて

保育行政における課題としてとらえ，悪

質な滞納者へは，差し押さえ等の対応も

視野に入れた取り組みが必要と考えま

す。 
 現在実施しているハガキによる督促

及び催告ばかりでなく，電話による催促

など，滞納者への納付相談機会を増やし

ていきます。 
 また，口座振替率の向上に努めるとと

もに，納期限後の未納期間が比較的短い

うちに保護者へ電話対応するなど，督促

の方法を見直します。 
さらに，保育園での収納や差し押さえ

に対する具体的な方策について検討し

ていきます。 
 
 
 
平成１９年１０月を目途に，関係課と

調整し，一元管理の方向性を決定し，可

能なものから実施いたします。 
 なお，関係課との調整については，担

当者で構成するワーキング会議を設置

し，関係課の債権の現状を把握し課題の

整理を行ないます。 
 
 
 
 
 
係員同士の相互チェック体制を整備

しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご指摘のとおり障がい児の在籍してい

るクラブが増加している現状を鑑み，今

後，国庫補助金の障がい児受入加算額を

申請してまいります。 
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89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 

 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 

国庫補助金の障がい児受入加算額の根拠

資料となるような工夫をした上で、申請

を行えるような検討が望まれる。 
 
５ 私立保育園職員給与改善費補助金 
（２）監査の結果と意見 
②事務の効率化の指標について 
【意見８】 
こども課では、事務の効率化の算定方

法及び指標等は特段定めていないが、補

助対象である私立保育園の職員数が多い

ことを考慮し事務に携わる時間を把握

し、事務の効率性を高める指標を設ける

等をして、事務の改善を図ることが望ま

しい。 
 
６ 新潟市認可外保育施設補助金 
（２）監査の結果と意見 
②延長保育加算について 
【意見９】 
交付要綱上、「概ね午後７時」と「概ね」

となっており、正確に午後７時としなく

ともよいと考えられるが、一方、「概ね午

後 10時」については、実施状況を把握す
る上で午後 10時を基準としており、午後
９時 30分となっていない。 
交付要綱と実施状況を把握する基準と

の整合性を取るように交付要綱もしくは

実施状況を把握する基準の検討が望まれ

る。 
 
８ 私立保育園等運営費補助金 
（２）私立保育園延長保育事業補助金 
②監査の結果と意見 
ア．延長保育時間について 
【意見 10】 
交付要綱上、「概ね」となっており、延

長時間の分類に裁量の幅をもたせている

と思われるが、区分の仕方に整合性を取

るように交付要綱もしくは実施状況を把

握する基準の検討が望まれる。 
 
（４）私立保育園産休等代替職員費補助

金 
②監査の結果と意見 
ア．管理資料への誤記入について 
【意見 11】 
「産休等代替職員費補助金対象一覧」

 
 
 
 
 
 
 
 
適切に業務量を把握し，事務の見直し

や人員配置などを含めて，方策を検討し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「概ね午後 10時」の「概ね」を削除
する旨，交付要綱を改正して，基準を明

確にします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「概ね午後 10時」の「概ね」を削除
する旨，交付要綱を改正して，基準を明

確にします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一覧表を見やすくするなど，適正な事



 9 

 
 
 
 
 
 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 

は法定帳簿ではないが、事務作業を効果

的かつ効率的に行うためには正確に記入

し、管理していく必要がある。 
 
９ 公立保育園の残業時間管理について 
（３）始業・終業時刻の適切な管理につ

いて 
【意見 12】 
不透明な残業規制やサービス残業等の

疑念に対して明確な説明責任を果たして

いくためには、上記②で記載した「始業・

終業時刻の確認及び記録の原則的な方

法」により始業、終業時刻の適切な管理

を行うなどの検討が望まれる。 
 
10 臨時職員の処遇の改善について 
（２）監査の結果と意見 
①臨時職員の処遇に関する課題について 
【意見 13】 
人間を育てる現場における職員のモチ

ベーションの維持向上は、それが正規職

員であろうと臨時職員であろうと重要な

問題であり、特に臨時職員の割合が高い

保育園における臨時職員のモチベーショ

ン維持向上のためにも、適切な人事制度

の整備及び能力成果に関する基準の明確

化について十分に議論される必要があ

る。 
なお、前述したとおり（本報告書 49ペ
ージ以降参照）、新潟市は保育士採用に当

たり地方公務員法第22条にいう臨時的任
用職員を募集し、平成 19 年から 15名採
用する等、公平かつ長期安定的な人事シ

ステムの導入、定着化に向けてスタート

したところである。 
 
11 その他 
（１）私立保育園との保育の委託契約 
②監査の結果と意見 
ア．保育の委託契約書の未作成について 
【意見 14】 
現状取り立てて問題は発生していない

ようであるが、本来であれば、正式な基

本契約書を締結した上で、年度中の児童

の入退園については、上記「入園児童委

託書」のような様式をもって対応するこ

とが考えられる。若しくは約款を規定し

た上で、年度毎の契約事務を行うことが

務処理を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
「出勤・退勤時刻表」などにより現状

を把握し，適切な管理に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臨時職員のうち，保育園での勤務成績

が優秀であり，フルタイム就業意欲の高

い者には，臨時的任用職員採用試験並び

に正職員採用試験を受けるよう勧めて

まいります。それとともに，優秀なベテ

ラン保育士を正職員として採用するた

め，受験資格である年齢要件の緩和をす

るよう人事課と協議してまいります。 
 また，臨時職員も対象とする研修など

により，今後も資質・能力の向上やモチ

ベーションの維持向上に努めてまいり

ます。さらに新たな職員採用制度の研究

もしてまいりたいと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 20 年度から委託契約を交わしま
す。 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考えられる。既に委託契約書を作成して

いる他の自治体を参考にするなどして正

式な契約書の作成を検討することが望ま

れる。 
 
（２）業務委託における長期一者随意契

約について 
【意見 15】 
他業者へ変更した場合には装置の取替

等の経費がかかる等のデメリットがある

との説明は理解できるところであるが、

契約継続に当たり、見積書等を入手して

コストに関する比較検討は行っていない

状況である。今後の業務委託契約に当た

っては、競争性・公平性・透明性を確保

するため指名競争入札や見積合わせによ

る随意契約の可能性を検討することが望

まれる。 
 
（３）情報共有にかかるコストの削減 
③情報共有にかかるコストの削減につい

て 
【意見 16】 
保育事業の業務の効率性の観点と質の

向上の観点の両方を鑑みると、以下のよ

うな対策を検討することが望まれる。 
保育の現場に情報共有にかかる作業を

強いることは可能な限り避けることが望

まれる。そのためにもインターネット等

の積極的活用を検討すべきである。 
なお、新潟市では公立保育園へのグル

ープウェア導入の費用対効果を検討し、

来年度から導入を検討中である。 
また、公立保育園の質の向上のために

は、市役所等の職員と保育園の現場との

協力的な情報交換による職場環境の整備

が不可欠であり、そのためにはインター

ネットのようなネット上の情報交換だけ

ではなく、指導保育士や区役所の職員が

保育園へ赴き、定期的に業務執行状況の

モニタリングを行ったり、保育園での情

報伝達や補助業務を行うことは有意義で

あると考えられる。 
これについても、平成 19年４月１日の
政令市移行後は各区に指導保育士を配置

予定であり、よりコミュニケーションを

重視した保育園の質の向上が期待され

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
業者の変更を行った場合の装置取替

による休停止が許されないことから，

「新潟市長期継続契約とする契約を定

める条例」に基づく施設の維持管理に関

する契約として，既存設備の設置業者と

の一者随意契約を行ってきております。

今後は契約期間の更新時期ごとに，複数

業者から見積を徴するなど，競争性の確

保を図ります。 
 
 
 
 
 
 
平成 19 年度中に公立保育園のグルー
プウェア及びインターネットを導入し

ます。 
また，各区に配置された指導保育士が

担当の保育園訪問を行い，コミュニケー

ションを重視しながら，保育内容，業務

執行状況等のチェックを行うことによ

り，保育園の質の向上を図ります。 
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健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
保育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）保育園における事務管理業務の効

率化について 
②出納管理の効率化を図るための問題点 
【意見 17】 
保育園の現場で作成される「歳出簿」

と「経費執行伺簿」の機能を見直し、賄

材料費などの集計機能を併せ持った集計

表のフォーム（エクセルシートなどで）

をこども課が作成し、各保育園へ配布す

ることを検討すべきである。 
各保育園でこの集計表に毎日インプッ

トすることで日々の予算管理を行い、毎

月ごとに集計データをこども課に送付す

ることにより、「経費執行伺簿」の作成を

取り止め、業務の効率化を図り、園児を

お世話するのに忙しい保育園の現場の事

務負担を軽減するよう検討することが望

まれる。 
各保育園で、この集計表を作成し、納

品書と照合しておけば、今後の監査委員

の実地検査等で管理状況を確認すること

もできる。参考までに集計表フォームの

イメージを示せば図４－２のとおりであ

る。 
 
（５）保育園における安全点検表につい

て 
②監査の結果と意見 
ア．安全点検表の定期的なレビューにつ

いて 
【意見 18】 
指導保育士による保育園の現場のチェ

ック結果の定期的なレビューを実施し、

安全管理に関する定期的な意見交換等を

通じて、レビュー結果の報告及び各園へ

の啓蒙的指導の充実を図るべきである。 
また各保育園における記載内容や安全

環境の状況をレビュー者が実際に点検

し、他の保育園と比較することにより、

適確な指導及び不必要な項目の見直し等

を行うことが望まれる。 
 
 
 
（６）保育園における物品の管理につい

て 
②備品管理簿について 

 
 
 
 
 
保育園での出納管理の現状を把握し，

ご提示いただいた集計表フォームを参

考としながら，事務の効率化に努めま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各区の指導保育士が担当の保育園を

訪問し，安全管理のチェックを行い，指

導啓発に努めます。さらにグループウェ

アを活用し，他の区の指導保育士による

指導事項や他の園にも伝達すべきヒヤ

リハット事例など情報の共有化を図り，

保育園での事故を未然に防いでいきま

す。 
また，「安全管理のチェック表」の見

直しにつきましては，園児の安全を第一

に考えて，項目の精査をしてまいりま

す。 
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139 
 

 
財務部 
契約課 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 

イ．備品管理簿への計上基準 
【意見 19】 
物品管理簿への計上基準を引き上げる

ことを検討することが望ましい。 
 
（７）ひまわりクラブの実地調査につい

て 
①物品管理について 
ア．物品管理規定の制定及び物品管理の

徹底について 
【意見 20】 
物品管理に関する新潟市の規定・規則

を準用する等により、早急にひまわりク

ラブにおける物品管理規定を作成し、管

理すべき物品の特定、備品管理簿の作成

及び定期的な現物実査の実施を行えるよ

う検討することが望まれる。 
また実際に備品管理簿及び定期的な現

物実査を行う場合には、指定管理者であ

る新潟市社会福祉協議会がすべてを行う

のではなく、物品の有無や使用状況を最

も把握している現場の指導員が行うべき

であり、管理意識を高めさせるためにも

有用である。 
 
②手許現金管理について 
【意見 21】 
あるべき手許現金管理としては、年一

回の監査の一環としてではなく、定期的

な第三者による手許現金管理の確認が必

要であり、このためにはひまわりクラブ

の現場指導員と社会福祉協議会の両者に

よる手許現金管理に対する牽制体制の確

立が求められる。 
 
③施設について 
イ．ひまわりクラブの整備、運営に当た

っての関係者間の連携について 
【意見 22】 
今後とも、教育委員会と保健福祉部で

連携を図り、子どもたちにとって安全で

利便性の高い施設を整備していくことが

望まれる。 
 
ウ．ひまわりクラブの施設面積の最低基

準について 
【意見 23】 
ひまわりクラブとして、児童福祉施設

 
 
今年度より計上金額を１万円から３

万円に引き上げをいたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
各ひまわりクラブでの備品管理につき

ましては，新潟市物品管理規則を準用す

ることとし，平成 21年 3月 31日までに
備品管理簿の作成及び定期的に現物実査

を行える体制を確立するよう新潟市社会

福祉協議会に対し指示するとともに，管

理意識の向上について各指導員への啓発

を要請してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
指定管理者である新潟市社会福祉協議

会に対し手許現金管理の牽制体制確立を

要請します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひまわりクラブの整備に当たっては，

今後とも教育委員会との連携のもと児童

の安全で利便性の高い施設の整備に努め

てまいります。 
 
 
 
 
ご指摘のとおり新潟市として，ひまわ
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健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
こども未来課 
 
 
 
 
 
 
 

最低基準や新潟県の指針を参考にして施

設面積の最低基準等を明確化しておくこ

とが望まれる。その際には、最低基準の

対象となる面積の範囲（例：遊戯室、学

習室のみとする）や最低基準を下回った

場合の具体的な対応も明文化する等の検

討が望まれる。 
 
（８）ひまわりクラブの新潟市社会福祉

協議会における管理について 
①入会申込書類の保管について 
【意見 24】 
児童が多数で、入退会が多いことから、

入会申込書類の整理は非常に煩雑とな

り、紛失する可能性もある。しかし、当

該書類は入会の原帳票で重要書類である

ことから、チェックリスト等を作成して、

紛失等が生じないようにすることが望ま

れる。 
 
②入会申込書の勤務先と就労証明書の事

業所名の相違について 
【意見 25】 
重要書類としての入会申込書および就

労証明書における勤務先名の相違がある

場合には、保護者本人等に対してまず確

認することが重要であり、さらに確認し

た上で問題がないのであれば、その旨の

記載等を残しておくことが望ましい。 
 
③利用料の減免の際の世帯所得の定義に

ついて 
【意見 26】 
現行のとおり夫婦の市民税所得割の合

計のみで利用料の減免判定を行うのであ

れば、世帯の定義を明確にすることが望

ましい。 
 
④利用料の減免基準について 
【意見 27】 
世帯当たり 10,000千円の収入のある家
庭に対し、月額 2,300 円を減額すること
の意味がどれほどあるのか疑問である。

（減免基準が市民税の所得割のため，た

とえ夫婦の合計収入が同じであっても，

減免となる場合と減免にならない場合と

があり，）利用者間の不公平感をなくすよ

うに、減免基準の考え方を含め、見直し

りクラブの施設最低基準を明確化すると

ともに基準を下回った際の対応について

も明文化を図るよう平成21年3月までに
検討を行なってまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
指定管理者の新潟市社会福祉協議会に

対し，各種書類の重要性を再認識させる

とともに事務を見直し，今まで以上に入

退会事務を慎重に執り行うよう指導して

まいります。 
 
 
 
 
 
 
新潟市社会福祉協議会では，入会申込

書と就労証明書に相違がある場合は保

護者本人に確認を行っていますが，その

際の聞き取り確認事項は，その旨を記載

し事後の確認ができるよう指導してまい

ります。 
 
 
 
 
遅くとも平成21年3月31日までに「世
帯」の定義の明確化を図ってまいります。 
 
 
 
 
 
平成21年3月を目処に減免対象となる
世帯の範囲を慎重に検討し，3 年に一度
の利用料改定と併せて制度を見直してま

いります。 
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健康福祉部 
障がい福祉課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
障がい福祉課 
 
 
 
 
 
健康福祉部 
障がい福祉課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の検討が望まれる。 
 
（９）障害児放課後支援事業 
②監査の結果と意見 
イ．委託料の計算方法について 
【意見 28】 
委託料の決定方法について、実績に近

い委託料が算定されるように見直す検討

も必要と考えられる。また、委託料の算

定方法及び精算方法に関しては、「新潟市

障害児放課後支援事業実施要綱」及び「新

潟市障害児放課後支援事業委託契約書」

で明確に定める必要がある。 
なお、新潟市では、一人別時間帯別利

用状況報告書及びタイムカードから、施

設 C においては職員配置を時間単位で設
定し、徹底した経費の削減に努めている

ことを確認しており、このことも見積り

と実績の従事時間の差異の発生要因と考

えられるとの報告を受けている。 
 
エ．介護員の配置状況の確認について 
【意見 29】  
委託先の介助員の配置状況について

は、各月次でタイムリーに確認すること

が望まれる。 

 
オ．各施設の稼働率と利便性の向上につ

いて 
【意見 30】  
特殊学級から市街地の養護学校に併設

されている施設に参加する児童について

も同様であるが、障がい児が放課後保育

に参加するためには、障がい児の独力ま

たは家族等の付き添いにより参加しなけ

ればならないのが現状である。  
このため、障がい児の保護者からの放

課後支援事業への要望を捉えて、施設利

用の利便性の向上のための対策を検討す

ることが望まれる。 
なお、新潟市は施設 D について、稼働
率に基づいて平成18年度より通常時の定
員数を10名から８名に見直しを行ったと
の報告を受けている。 
 

 
 
 
 
 
 
現在は定員に基づいて委託料を算定

し，開設日数によって精算を行っていま

すが，不要な支出を避けるためにも実績

に近い委託料を算定することが必要で

す。その方法として，今後も稼働率を参

考にしながら，適正な範囲の定員の見直

しにより，対応してまいります。 
また，委託料の算定方法及び精算方法

に関しては，「新潟市障がい児放課後支

援事業委託契約書」の中で規定していき

たいと考えます。 
 
 
 
 
 
 
各施設の介助員の配置状況について

は，随時，訪問により確認を行うよう努

めてまいります。 
 
 
 
 
障がい児放課後支援事業は，保護者の

介護による負担軽減と社会参加の促進

などを目的として，より負担の大きい重

度の児童が通学する養護学校で開設し

てきました。 
特別支援学級在籍児童の放課後支援

事業利用は，施設まで移動して利用が必

要となっておりますが，開設時間を考え

ると，これらの児童が平日に事業を利用

することは，時間的に難しいと考えられ

ます。 
特別支援学級は多数の学校に分散し

ており，開設場所とも密接な関連があり

ますので，平成２１年３月３１日を期限

として，今後の事業展開とあわせて検討

していきます。 
 

 


